
第　　4 5 　　号

公益社団法人 神 戸 海 難 防 止 研 究 会
ＴＨＥ ＫＯＢＥ ＭＡＲＩＮＥ ＣＡＳＵＡＬＴＹ ＰＲＥＶＥＮＴＩＯＮ ＩＮＳＴＩＴＵＴＥ



　 表 紙 写 真

姫 　 路 　 港

(提供:姫路海上保安部）



１

４

１３

１６

２３

２４

２７

２８

３１

３３

３５

                      　目　　　　次

第９９回　月例会概要

　（１）事業経過報告等･････････････････････････････････････････････････････････

　（２）講演　「海運における市場原則に従ったCO2排出削減措置の概要と見通し」

　　　　　　　　　神戸大学大学院海事科学研究科国際海事研究センター

　　　　　　　　　　客員教授　　長谷部　正道　氏

 

第１００回　月例会概要

　（１）事業経過報告等･････････････････････････････････････････････････････････

　（２）講演 「『ＬＮＧ燃料フェリー』就航」

　　　　　　　　株式会社フェリーさんふらわあ

　　　　　　　　　常務取締役　　國友　雄二　氏

事　業　報　告

　堺泉北港 大津航路に係る航行安全対策検討調査第２回委員会･････････････････････

　令和５年度近畿･四国地方海難防止強調運動推進連絡会議･････････････････････････

会　務　報　告

　第１００回業務運営会議･･･････････････････････････････････････････････････････

　第３４回通常理事会･･･････････････････････････････････････････････････････････

　第１０１回業務運営会議･･･････････････････････････････････････････････････････

　第１２回定時総会･････････････････････････････････････････････････････････････

　第３５回通常理事会･･･････････････････････････････････････････････････････････

船舶交通随感

　第１７回　港則法上の汽艇に関する一考･････････････････････････････････････････

事務日誌抄･････････････････････････････････････････････････････････････････
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お知らせ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････

　・令和５年度入会者

　・大阪湾及び周辺海域のライブカメラ映像等一覧

　・令和５年度　海の事故ゼロキャンペーン
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第９９回　月　例　会　概　要

１　日　　　時　　令和５年４月２０日（木）１５:００～１６:００

２　場　　　所　　神戸市中央区文化センター10階　1001-1002会議室

３　出　席　者　　２７名

４　概　　　要　　

　　　（１）事業経過報告等

　　　　　奥原専務理事から事業報告及び会務報告が行われた。

　　　　　

　　　（２）講　演

　　　　　神戸大学大学院海事科学研究科国際海事研究センター 客員教授　長谷部　　

　　　　正道 氏により「海運における市場原則に従ったＣＯ2排出削減措置の概要と　　

　　　　見通し」と題し、講演が行われた。

※　新型コロナウイルス感染症防止対策を講じた上で開催した。



長谷部正道 経歴紹介
• 1981年旧運輸省（現国土交通省）入省（法律職）
• 船員局・OECD海運委員会・水産庁・港湾局・国際油濁補償基金・
海事局・海上保安庁など海事分野を中心に勤務。

  退官後、日本海難防止協会欧州代表としてロンドンに5年間駐在、
  この間、国土交通省参与などとして海事関係の国際会議に、わが
  国代表の一員として出席。IMO国際海事法研究所理事にも就任。
• 帰国後、神戸大学海事科学研究科教授・研究科長補佐に就任。
• 2023年3月神戸大学を退官。神戸大学海事科学研究科国際海事研究
センター客員教授として現在に至る。

海運における市場原則に従った
CO₂排出削減措置の概要と見通し

第99回 神戸海難防止研究会 月例会
2023年 4月20日

神戸大学 海事科学研究科国際海事研究センター
客員教授 長谷部正道

≪第９９回月例会講演資料≫
　　

海運における市場原則に従ったＣＯ2排出削減措置の概要と見通し

　　　　 　

　　
 

講師　神戸大学大学院海事科学研究科国際海事研究センター

客員教授　長谷部　正　道 氏



12．終わりに
• CO₂排出削減は、従来の公害規制のように「やらなくてはいけない
義務」ととらえると重い義務ですが、First Moverになれば、競合他
社と差がつく、大きなビジネスチャンスであり、First Moverとして
対応すれば、政府等の支援も期待できます。

• 是非前向きに取り組まれることをお勧めします。
• 本日は、こうした機会を頂きました神戸海難防止研究会様に深く感
謝します。ご清聴ありがとうございました。

• 本日の講演の概要は、海事振興連盟発行「うみ」67号に寄稿されて
いますので、ご参照ください。

• ご質問、講演依頼は下記メールまでお問い合わせください。
• 821261@gmail.com

4

本日の講演の構成
1. 地球温暖化のメカニズムと気温上昇
2. 地球温暖化に伴う異常気象
3. 地球温暖化に伴う海洋への影響
4. パリ協定とCO₂削減目標
5. 我が国のクリーンエネルギー戦略
6. これまでのIMOと海運業界の取り組み
7. 海運業界に起こったパラダイムチェンジ
8. Market Based Measuresの概要
9. EU ETSの概要
10. MBMsを用いた競争条件の均衡化
11. IMOにおける最新の検討状況

－3－
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第１００回　月　例　会　概　要

１　日　　　時　　令和５年５月３１日（水）１５:００～１６:００

２　場　　　所　　神戸市中央区文化センター10階　1001-1002会議室

３　出　席　者　　２６名

４　概　　　要　　

　　　（１）事業経過報告等

　　　　　奥原専務理事から事業報告及び会務報告が行われた。

　　　　　

　　　（２）講　演

　　　　株式会社フェリーさんふらわあ 常務取締役　國友　雄二 氏により「『ＬＮＧ

　　　燃料フェリー』就航」と題し、講演が行われた。
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≪第１００回月例会講演資料≫
　　

『ＬＮＧ燃料フェリー』就航

　　　　 　

　　
 

講師　株式会社フェリーさんふらわあ　　　　

 常務取締役　國　友　雄　二 氏
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事 業 報 告



－13－

堺泉北港 大津航路に係る航行安全対策検討調査

第２回委員会

１　日　　　時　　令和５年６月１日（木）１４：００～１４：４５

２　場　　　所　　アリストンホテル神戸 ２階　バレンシアの間

　　　　　　　　　(Web会議併用)

３　出　席　者　　別紙のとおり

４　議　　　題　　

　　（１）第１回委員会議事概要について

　　（２）航行安全性の検討及び航行安全対策（修正版）ついて

　　（３）報告書構成について

５　資　　　料

　　（１）検討資料委２－１ 第１回委員会議事概要（案）

　　（２）検討資料委２－２ 航行安全性の検討及び航行安全対策（修正版）（案）

　　（３）検討資料委２－３ 報告書の構成（案）

　　（４）参考資料委２－１ 航路整備の概要（案）（検討資料委１－２ と内容は同一）

　　（５）参考資料委２－２ 堺泉北港の航行環境（案）（検討資料委１－３ と内容は同一）

　　（６）参考資料委２－３ 第１回委員会での主な指摘事項及びその対応

６　議　　　事

　　　事務局により出席者及び資料の確認を行った後、岩瀬 潔 委員長により議事が進め

　　られた。閉会にあたり委託者の大阪港湾局 泉州港湾・海岸部 事業推進課長 灘 様よ

　　り挨拶が行われた。

７　審 議 結 果

 提示された検討資料は、一部文言について委員会における意見等を盛り込み修正す

　　ることを前提に了承された。

以　上　
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別　紙

出　席　者　名　簿

（※：常任調査研究委員・　：Web会議出席者）

委　員　長　　岩　瀬　　　潔　　海技大学校名誉教授 ※

委　　　員　　山　本　一　誠　　海技大学校教授 ※

　　〃　　　　廣　野　康　平　　神戸大学大学院海事科学研究科准教授 ※

　　〃　　　　望　月　　　誠　　大阪湾水先区水先人会会長 ※

　　〃　　　　中　川　　　悟　　(一社)日本船長協会常務理事 

　　　　　　　　　　　　　　　　 (代理　長田　泰英　常務理事)

　　〃　　　　徳　田　健　二　　日本郵船(株)関西支店支店長 ※

　　〃　　　　富　山　　　茂　　(株)商船三井海上安全部部長代理 ※

　　〃　　　　菅　野　　　亘　　川崎汽船(株)関西支店副支店長 ※

　　〃　　　　田　渕　訓　生　　全国内航タンカー海運組合関西支部支部長

　　　　　　　　　　　　　　　　(代理　上村　良　事務局長)

　　〃　　　　寄　神　裕　佑　　日本押船土運船協会会長

　　　　　　　　　　　　　　　　(代理　原　正行　業務委員)

　　〃　　　　荒　川　和　音　　大阪海運組合理事長

　　　　　　　　　　　　　　　　(代理　松野　佳幸　事務局長)

　　〃　　　　武　田　正　之　　(公社)関西小型船安全協会会長

　　　　　　　　　　　　　　　　(代理　平井　寛　事務局長)

関係官公庁　　上　田　浩　一　　第五管区海上保安本部交通部長

　　〃　　　　伊　藤　卓　郎　　大阪海上保安監部長

　　　　　　　　　　　　　　　　(代理　西澤　伸広　次長)

　　〃　　　　佐々木　　　篤　　堺海上保安署長

　　〃　　　　北　出　徹　也　　近畿地方整備局港湾空港部長

　　　　　　　　　　　　　　　　(代理　中官　利之　港湾空港整備・補償課長)

オブザーバー　内　田　　　宏　　(株)東洋信号通信社関西地区担当マネージャー

　　〃　　　　貴　多　　　諒　　　　　　〃　　　　大阪港グループリーダー

委　託　者　　灘　　　祐　治　　大阪港湾局 泉州港湾・海岸部 事業推進課長

　　〃　　　　富　山　和　重　　　　〃　　　　　　〃　　　　事業推進課長代理

　　〃　　　　山　中　隆　史　　　　〃　　 計画整備部計画課 計画調整担当課長代理

　　〃　　　　鈴　木　清　二　　　　〃　　 泉州港湾・海岸部 事業推進課担当係長

Ｗ

Ｗ

Ｗ

Ｗ

Ｗ

Ｗ

Ｗ

Ｗ
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委　託　者　　杉　原　慎太郎　　大阪港湾局 泉州港湾・海岸部 事業推進課担当係長

　　〃　　　　児　玉　駿　佑　　　　〃　　　　　　〃　　　　事業推進課担当係員

事　務　局　　奥　原　徳　男　　(公社)神戸海難防止研究会専務理事

　　〃　　　　伊　藤　雅　之 　　　　　　〃 　　上席研究員

　　〃　　　　井　田　英　樹 　　　　　　〃 　　事業部長

　　〃　　　　藤　原　　　昇 　　　　　　〃 　　事業部長代理
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令和５年度近畿・四国地方海難防止強調運動推進連絡会議

１　日　　　時　　令和５年６月２日（金）１４：３０～１５：３０

２　場　　　所　　神戸第二地方合同庁舎　１階　第１共用会議室　

３　出　席　者　　別紙のとおり

４　挨　　　拶　　公益社団法人 神戸海難防止研究会　会長　大泉　　勝

　　　　　　　　　第五管区海上保安本部長代理 交通部企画調整官　　土居　健治　様

５　議　　　題　　

　　（１）令和４年度近畿・四国地方海の事故ゼロキャンペーン実施結果について

　　（２）令和４年の近畿・四国地方における海難発生状況について

　　（３）令和５年度近畿・四国地方海の事故ゼロキャンペーン実施計画について

     (４) その他

　　　　　①　令和５年度近畿・四国地方海の事故ゼロキャンペーン関連啓発物品等について

　　　　　②　令和５年度近畿・四国地方海における事故ゼロキャンペーン実施結果報告につ

　　　　　　いて

６　資　　　料

　　（１）配布資料１－１　令和４年度近畿・四国地方海の事故ゼロキャンペーン実施結果

　　　　　　　　　　　　（概要）

　　　　　　　　　１－２　令和４年度近畿・四国地方海の事故ゼロキャンペーン実施結果

　　　　　　　　　　　　（報告）

　　（２）配布資料２　　　令和４年の近畿・四国地方における海難発生状況

　　（３）配布資料３－１　令和５年度海の事故ゼロキャンペーン実施計画

                         (全国海難防止強調運動実行委員会）

　　　　　　　　　３－２　令和５年度近畿・四国地方海の事故ゼロキャンペーン実施計画

                         (案）

　 　(４) 配布資料４－１　令和５年度近畿・四国地方海の事故ゼロキャンペーン関連啓発

                        物品等

　　　　　　　　　４－２　令和５年度近畿・四国地方海の事故ゼロキャンペーンポスター

                        等配布予定数量表

                 ４－３－１　令和５年度近畿・四国地方海の事故ゼロキャンペーン実施

　　　　　　　　　　　　結果の報告について（お願い）　　　　　　　　　　　　　　

                 ４－３－２　別添様式　令和５年度近畿・四国地方海の事故ゼロキャン

　　　　　　　　　　　　ペーン実施結果報告書
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７　議 事 概 要

　　　事務局より出欠状況の報告、資料確認の後、（公社）神戸海難防止研究会 大泉 勝 

　　会長の挨拶があり、引き続き、第五管区海上保安本部 土居 健治交通部企画調整官の

　　挨拶が行われた。

　　　次に事務局及び第五管区海上保安本部から資料（案）の説明が行われた。

　　１）議題（１）について、事務局から説明を行った。

　　２）議題（２）について、第五管区海上保安本部 石田 淳 交通部安全対策課安全対策

　　　調整官から説明された。

　　３）議題（３）について、事務局から説明を行った。令和５年度近畿・四国地方海難防

　　　止強調運動実施計画（案）は了承された。

以　上　
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別　紙

令和５年度近畿・四国地方海難防止強調運動推進連絡会議

出　席　者　名　簿（順不同・敬称略）

はＷeb出席者、　　　　は欠席者

構  成  員　　渡　辺　　　学　　近畿地方整備局長

　　〃　　　　荒　瀬　美　和　　四国地方整備局長

　　　　　　　　　　　　　　　　(代理　港湾空港部　工事安全推進室長　前田　昌弘）

　　〃　　　　金　井　昭　彦　　近畿運輸局長

　　　　　　　　　　　　　　　　(代理　海上安全環境部　監理課長 片岡　和人）

　　〃　　　　臼　井　謙　彰　　神戸運輸監理部長

　　　　　　　　　　　　　　　　(代理　海上安全環境部　調整官　松村　博美）

　　〃　　　　石　原　典　雄　　四国運輸局長

　　　　　　　　　　　　　　　　(代理　海上安全環境部　首席運航労務管理官　　

　　〃　　　　横　田　寛　伸　　大阪管区気象台長

　　　　　　　　　　　　　　　　(代理　気象防災部　気候変動・海洋情報調整官

　　〃　　　　下　條　正　昭　　神戸地方海難審判所長

　　〃　　　　沖　　　竜　嗣　　運輸安全委員会事務局神戸事務所長

　　〃　　　　岩　本　泰　明　　水産庁瀬戸内海漁業調整事務所長

　　　　　　　　　　　　　　　　(代理　資源課長　中村　拓郎）

　　〃　　　　中　村　紳　也　　一般社団法人 日本船長協会会長

　　　　　　　　　　　　　　　　(代理　総務部長　清水　昌幸）

　　〃　　　　武　田　正　之　　公益社団法人 関西小型船安全協会会長

　　　　　　　　　　　　　　　　(代理　事務局長　平井　寛）

　　〃　　　　田　渕　訓　生　　全国内航タンカー海運組合関西支部支部長

　　　　　　　　　　　　　　　　(代理　事務局長　上村　良）

　　〃　　　　香　林　大　介　　全国内航タンカー海運組合薬槽船支部局長

　　　　　　　　　　　　　　　　(代理　事務局長　四宮　栄一郎）

　　〃　　　　末　岡　民　行　　内海水先区水先人会会長

　　　　　　　　　　　　　　　　(代理　副会長　立花　泰紀）

　　〃　　　　望　月　　　誠　　大阪湾水先区水先人会会長

　　〃　　　　赤　坂　光次郎　　近畿旅客船協会会長

　　　　　　　　　　　　　　　　(代理　事務局長　明渡　茂樹）

Ｗ

Ｗ

Ｗ

Ｗ

Ｗ

Ｗ

Ｗ

Ｗ

荒木　昭博）

和田　晃）
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構  成  員　　加　藤　琢　二　　神戸旅客船協会会長

　　　　　　　　　　　　　　　　(代理　専務理事　井上　誠）

　　〃　　　　清　水　一　郎　　四国旅客船協会会長

　　〃　　　　寄　神　裕　佑　　日本押船土運船協会会長

　　　　　　　　　　　　　　　　(代理　担当委員　炭本　歩）

　　〃　　　　浦　　　隆　幸　　全日本海員組合関西地方支部支部長

　　　　　　　　　　　　　　　　(代理　副支部長　山崎　秀和）

　　〃　　　　除　補　　　修　　全日本海員組合中国・四国地方支部支部長

　　〃　　　　鎌　田　一　郎　　大阪湾広域臨海環境整備センター常務理事

　　〃　　　　堀　越　宣　秀　　ＰＷ安全協会関西地方本部本部長

　　　　　　　　　　　　　　　　(代理　事務局長　野崎　正人）

　　〃　　　　徳　田　健　二　　日本郵船㈱関西支店支店長

　　〃　　　　菅　野　　　亘　　川崎汽船㈱関西支店副支店長・海務監督

　　〃　　　　富　山　　　茂　　㈱商船三井海上安全部部長代理

　　〃　　　　服　部　真　樹　　第五管区海上保安本部長

　　　　　　　　　　　　　　　　(代理　交通部企画調整官　土居　健治）

　　〃　　　　寄　神　茂　之　　公益財団法人海上保安協会神戸地方本部本部長

　　　　　　　　　　　　　　　　(代理　事務局長　大待　雄治郎）

　　〃　　　　大　泉　　　勝　　公益社団法人神戸海難防止研究会会長

 　　　　　　　　　　　　　　　　　（２９機関中２６機関出席、参加人員２６名）

地区推進母体構成員

　　　　〃　　　　大阪地区海難防止強調運動推進連絡会議議長

　　　　　　　　　(代理　実務責任者　大阪海上保安監部 航行安全課長　岸原　司）

　　　　　　　　　(随行　大阪海上保安監部航航行安全課第一海務係　繁田　絹子）

　　　　〃　　　　兵庫県阪神淡路地区海難防止強調運動推進連絡会議議長

　　　　　　　　　(代理　実務責任者　神戸海上保安部 航行安全課長 村本　亘）

　　　　〃　　　　播磨地区海難防止強調運動推進連絡会議議長

　　　　　　　　　(代理　実務責任者　姫路海上保安部 交通課長 遠藤　富士穂）

　　　　〃　　　　和歌山北部地区海難防止強調運動推進連絡会議議長

　　　　　　　　　(代理　実務責任者　和歌山海上保安部 交通課長 森　正登）

　　　　〃　　　　紀南地区海上安全対策協議会会長

　　　　　　　　　(代理　実務責任者　田辺海上保安部 交通課長 石塚　哲夫）

　　　　〃　　　　徳島地区海難防止強調運動推進連絡会議議長

　　　　　　　　　(代理　実務責任者　徳島海上保安部 交通課長 金谷　英明）

Ｗ

Ｗ

Ｗ

Ｗ

Ｗ

Ｗ

Ｗ
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地区推進母体構成員

　　　　　　　　　高知地区海難防止強調運動推進連絡会議議長

　　　　　　　　　(代理　実務責任者　高知海上保安部 交通課長 八幡　恭典）

　　　　〃　　　　大阪湾海上交通センター所長

　　　　　　　　　(代理　実務責任者  運用管制課長　渡瀬　尚彦）

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　（８機関中８機関出席、参加人員９名）

 ＊　出席推進連絡会議構成員　２９団体中　２６団体　２６名

 ＊　地区推進母体構成員　　　８団体中　　８団体　　９名

 計　３７団体中　３４団体　３５名

事　務　局　　公益社団法人　神戸海難防止研究会　　　　専務理事　奥原　徳男

　　〃　　　　　　　　　　〃　　　　　　　　　　　　　研究部長　渡川　　明

　　〃　　　　　　　　　　〃　　　　　　　　　　　　　部長代理　藤原　　昇

　　〃　　　  公益財団法人　海上保安協会神戸地方本部　事務局長　大待　雄治郎

（参加人員　３名）

他の第五管区海上保安本部同席者

　　警備救難部救難課課長補佐　　　　箕輪　周一

　　交通部安全対策課長　　　　　　　井上　景介

　　　〃　　　〃　　安全対策調整官　石田　　淳

　　　〃　航行安全課長　　　　　　　大橋　　健

　　　〃　　　〃　　専門官　　　　　上原　干城

 （参加人員　５名）

（総参加人員数４３名）

 

(再掲)



会 務 報 告
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第１００回　業務運営会議

１　日　　　時　　令和５年４月１２日（水）１２:００～１３:１０

２　場　　　所　　商船三井ビル　４Ｆ　会議室

３　出　席　者　　（順不同・敬称略）　　　　　は欠席者

　　　　　　　　　　　大  泉  　　勝　　(公社)神戸海難防止研究会会長

　　　業務執行理事　　奥　原　徳　男　　(公社)神戸海難防止研究会専務理事

　　　構　 成 　員　　石  田　廣  史　　神戸大学名誉教授

　　　　　 〃 　　　　望  月  　　誠　　大阪湾水先区水先人会会長

　　　　　 〃 　　　　高  濱　洋  嘉　　内海水先区水先人会会長

　　　　　 〃 　　　　梯　　　浩　之　　(株)商船三井関西支店長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(代理　富山　茂　海上安全部部長代理)

　　　　　 〃 　　　　菅　野　　　亘　　川崎汽船(株)関西支店副支店長

　　　　　 〃 　　　　徳  田　健  二　　日本郵船(株)関西支店長

　　　　　 〃 　　　　藤　井　寿　夫　　(公社)神戸海難防止研究会監事

　　　事　 務 　局　　宇出津   弘 昭　　(公社)神戸海難防止研究会総務部長

　　　　　 〃 　　　　井　田　英　樹　　(公社)神戸海難防止研究会事業部長

４　議　　　題

　　（１）業務報告等について

　　（２）理事会等の開催について

　　（３）その他

５　資　　　料

　　席上配布

　　　資料１　業務報告等

　　　資料２　理事会等の開催について

６　議 事 概 要

　　　大泉議長の挨拶があり、引き続き議事に入った。

　　　奥原業務執行理事より、議題（１）業務報告等について、議題（２）理事会等の開  

　　催について説明があった。特に意見等はなく承認された。議題（３）その他について、次

　　回の業務運営会議等の開催予定日について奥原業務執行理事より説明があった。

議　　　  長
代 表 理 事
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公益社団法人 神戸海難防止研究会

第３４回通常理事会議事録

１　日　　　時　　令和５年５月１８日（木）１１時３０分から１２時１０分までの間

２　場　　　所　　神戸市中央区波止場町５番６号

　　　　　　　　　神戸メリケンパークオリエンタルホテル４階海王の間

３　理　事　数　　１８名

　　出 席 理 事　　１４名　

　　　大　泉　　　勝　　　望　月　　　誠　　　德　田　健　二　　　奥　原　德　男

　　　村　井　五　郎　　　高　濱　洋　嘉　　　中　村　紳　也　　　坪　上　浩　治

　　　村　岡　　　博　　　德　丸　健　嗣　　　幡　中　宣　夫　　　笹　井　　　徹

　　　近　藤　宏　一　　　菅　野　　　亘

４　監　事　数　　３名

　　出 席 監 事　　３名　　

　　　芝　本　　　明　　　藤　井　寿　夫　　　渡　邉　康　夫

５　議　　　案

 第１号議案　特定費用準備資金資産の保有について

 第２号議案　令和４年度事業報告及び決算について

 第３号議案　第１２回定時総会の開催について

 第４号議案　規程の一部改正について

 第５号議案　入会申し込み承認について

 第６号議案　その他

６　報 告 事 項

　　　代表理事及び業務執行理事の職務執行状況について

７　議事の経過概要及びその結果

　　　１１時３０分に開会、事務局から本日の出席理事は１４名で理事総数の過半数に達して

　　おり、定款第４２条（定足数）の規定により本理事会が成立する旨報告した。

　　　定款第４１条の規定に基づき大泉会長が議長となり、挨拶を行った後、本日の議事録

　　の署名について定款第４５条に基づき、代表理事の大泉勝会長と出席監事の芝本明氏、

　　藤井寿夫氏及び渡邉康夫氏が行うこととして議事の審議に入った。

○　第１号議案　特定費用準備資金資産の保有について

　　　事務局から特定費用準備資金資産の保有について、資料１に基づき説明を行った後、

　　議長が質疑の有無を確認した上で議案の可否を諮ったところ、満場一致で原案のとお

　　り可決された。
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○　第２号議案　令和４年度事業報告及び決算について

 事務局から令和４年度事業報告及び決算について、資料２に基づき説明を行った。

 次いで、渡邉監事から令和５年４月１９日に監査を実施した結果、財産、会計及び業

　　務の執行状況について、適正、正確であった旨の監査報告が行われた後、議長が質疑

　　の有無を確認した上で議案の可否を諮ったところ、満場一致で原案のとおり可決され

　　た。

○　第３号議案　第１２回定時総会の開催について

　　　事務局から第１２回定時総会の開催について、資料３に基づき説明を行った後、議長

　　が質疑の有無を確認した上で議案の可否を諮ったところ、満場一致で原案のとおり可

　　決された。

○　第４号議案　規程の一部改正について

　　　事務局から規程の一部改正について資料４に基づき説明を行った後、議長が質疑を

　　求めたところ、藤井監事から次のとおり質問があり、事務局である宇出津総務部長が

　　これに回答した。

　　　（藤井監事）　賞与の増減額調整は誰が決めるのか。

　　　（宇出津総務部長）　規程に定められているとおり、会長が事業状態を考慮して配

　　　　算率を調整することになる。

　　　議長がその他の質疑の有無を確認した上で議案の可否を諮ったところ、満場一致で

　　原案のとおり可決された。

　

○　第５号議案　入会申し込み承認について

　　　事務局から入会申し込み承認について資料５に基づき説明を行った後、議長が質疑

　　の有無を確認した上で議案の可否を諮ったところ、満場一致で原案のとおり可決され

　　た。

○　第６号議案　その他

　　　議長がその他何かないか各理事及び監事に諮ったところ、中村理事から次のとおり

　　質問があり、奥原専務理事がこれに回答した。

　　　（中村理事）　第１号議案についてであるが、具体的な実験項目は決まっているの

　　　　か。

　　　（奥原専務理事）　具体的な項目は決まっていないが、以前行った錨の実験のよう

　　　　なものが念頭にはある。
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　　　議長がその他の質疑等の有無を諮ったところ議場からの発言はなかった。

　　　提出議案全ての審議終了後、代表理事及び業務執行理事の職務執行状況について、

　　席上配付の資料６に基づき奥原専務理事から報告がなされた。

　　　議長が質疑の有無を確認したところ、德田理事から次のとおり質問があり、奥原専

　　務理事がこれに回答した。

　　　（德田理事）　調査事業のうち大阪ガスが委託した⑥の業務の契約額が記載されて

　　　　いないが、何故か。

　　　（奥原専務理事）　３年度からの業務で分割払いされていることから仕訳しづらく

　　　　記載しなかったもの。

　　　議長がその他の質疑等の有無を諮ったところ議場からの発言はなかった。

　　以上をもって、議長は本日の議案審議の全部が終了した旨を告げ、１２時１０分に閉会

　した。

　　以上、この議事録が正確であることを証するため、出席した代表理事及び監事は記名

　押印する。

　　　　　　　　　　　　令和５年５月１８日

 

　　　　　　　　　　　　　代表理事　　　　大　　泉　　　　　勝

　　　　　　　　　　　　　監　　事　　　　芝　　本　　　　　明

　　　　　　　　　　　　　監　　事　　　　藤　　井　　寿　　夫

 

 

　　　　　　　　　　　　　監　　事 　渡　　邉　　康　　夫
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第１０１回　業務運営会議

１　日　　　時　　令和５年５月２４日（水）１２:００～１２:４０

２　場　　　所　　商船三井ビル　４Ｆ　会議室

３　出　席　者　　（順不同・敬称略）

　　　　　　　　　　　大  泉　　　勝　　(公社)神戸海難防止研究会会長

　　　業務執行理事　　奥　原　徳　男　　(公社)神戸海難防止研究会専務理事

　　　構　 成 　員　　石  田　廣  史　　神戸大学名誉教授

　　　　　 〃 　　　　望  月　　　誠　　大阪湾水先区水先人会会長

　　　　　 〃 　　　　高  濱　洋  嘉　　内海水先区水先人会会長

　　　　　 〃 　　　　梯　　　浩　之　　(株)商船三井関西支店長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(代理　富山　茂　海上安全部部長代理)

　　　　　 〃 　　　　菅　野　　　亘　　川崎汽船(株)関西支店副支店長

　　　　　 〃 　　　　徳  田　健  二　　日本郵船(株)関西支店長

　　　　　 〃 　　　　藤　井　寿　夫　　(公社)神戸海難防止研究会監事

　　　事　 務 　局　　宇出津   弘 昭　　(公社)神戸海難防止研究会総務部長

　　　　　 〃 　　　　井　田　英　樹　　(公社)神戸海難防止研究会事業部長

４　議　　　題

　　（１）業務報告等について

　　（２）第１２回定時総会及び第35回通常理事会提出議案について

　　（３）その他

５　資　　　料

　　席上配布

　　　資料１　業務報告等

　　　資料２　第12回定時総会及び第３５回通常理事会提出議案について

６　議 事 概 要

　　　大泉議長の挨拶があり、引き続き議事に入った。

　　　奥原業務執行理事より、議題（１）業務報告等について、議題（２）第１２回定時総会

　　及び第３５回通常理事会提出議案について説明があった。特に意見等はなく承認された。

　　議題（３）その他について、次回の業務運営会議等の開催予定日について奥原業務執行

　　理事より説明があった。

　以　上　

議 長
代 表 理 事
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公益社団法人 神戸海難防止研究会

第１２回　定時総会議事録

１　日　　　時　　令和５年6月20日（火）１６時００分から１６時３３分までの間

２　場　　　所　　神戸市中央区波止場町５番６号

　　　　　　　　　神戸メリケンパークオリエンタルホテル４階瑞天東の間

３　正会員総数　　１０７名

４　出席正会員数　　９９名

　　うち、出席者４１名、書面表決賛成者５２名、表決委任者６名

５　出 席 理 事 　１４名　

 大　泉　　　勝　　　石　田　廣　史　　　德　田　健　二　　　村　井　五　郎

 奥　原　德　男　　　村　岡　　　博　　　德　丸　健　嗣　　　菅　野　　　亘

 坪　上　浩　治　　　近　藤　宏　一　　　大　東　洋　治　　　中　村　紳　也

 笹　井　　　徹　　　望　月　　　誠

６　出 席 幹 事 　３名　　

 藤　井　寿　夫　　　渡　邉　康　夫　　　芝　本　　　明

７　議　　　案

 第１号議案　令和４年度事業報告及び決算について

 第２号議案　役員（理事・監事）の選任・退任について

 第３号議案　名誉会員の推薦について

 第４号議案　その他

８　議事の経過概要及びその結果

　　　１６時００分に開会

　　　事務局から本日の出席正会員は９９名であり、正会員総数１０７名の過半数を超えて

　　いるので、定款第２１条の規定により本総会が成立する旨報告が行われた。

　　　次いで、総会の開会にあたり大泉会長から挨拶が行われた。

　　　事務局は、定款第１９条の規定に従い議長の選任を議場に諮った結果、大泉会長が

　　選ばれて議長になった。

　　　議長は、議事録署名人について議場に諮り、出席会員の中から議長の大泉　勝氏、

　　奥原　德男氏及び渡邉　康夫氏を選任し、議案の審議に入った。

○　第１号議案　令和４年度事業報告及び決算について

　　　事務局から令和４年度事業報告及び決算について、資料１に基づいて説明が行

　　われた。



－29－

　　　次いで、渡邉監事が令和５年４月１９日に監査を実施した結果、財産、会計及び業務

　　の執行状況について、適正、正確であった旨の監査報告が行われた。

　　　議長が、質疑を議場に求めたところ、特に発言がなかったことから議案の可否を議

　　場に諮ったところ、満場一致で原案のとおり可決された。

○　第２号議案　役員（理事・監事）の選任について

　　　事務局から現在就任中の理事１８名のうち３名の理事及び３名の監事のうち１名の監

　　事から所属先の異動等に伴い辞任の意向が示されていることから、併せて４名の退任

　　と新たに２名の理事及び１名の監事の選任について、資料２に基づいて説明が行われ

　　た。

　　　議長が、質疑を議場に求めたところ、特に発言がなかったことから議案の可否を議

　　場に諮ったところ、４名の退任と新たに２名の理事及び１名の監事の選任についてそ

　　れぞれ満場一致で原案のとおり可決された。

○　第３号議案　名誉会員の推薦について

　　　事務局から前会長である村井氏及び前副会長である久保氏を名誉会員に推薦するこ

　　とについて、資料３に基づいて説明が行われた。

　　　議長が、質疑を議場に求めたところ、特に発言がなかったことから議案の可否を議

　　場に諮ったところ、満場一致で原案のとおり可決された。

　　

○　第４号議案　その他

　　　議長が、他に議案はないか発言を求めたところ、事務局から他に議案はないと報告

　　が行われ、また、議場からの発言もなかった。

　　以上で、議長は、本日の議案審議の全部が終了した旨を告げ、１６時３３分に閉会した。

　　　　　　　　　　　　　令和５年６月２０日

　　　　　　　　　　　　　　議　　　　長　　　　大　　　泉　　　　勝　　

　

　　　　　　　　　　　　　　議事録署名人　　　　奥　　原　　德　　男

　　　　　　　　　　　　　　議事録署名人 　渡　　邉　　康　　夫
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総会の模様
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公益社団法人 神戸海難防止研究会

第３５回通常理事会議事録

１　日　　　時　　令和５年６月２０日（火）１６時３８分から１６時４８分までの間

２　場　　　所　　神戸市中央区波止場町５番６号

　　　　　　　　　神戸メリケンパークオリエンタルホテル４階瑞天東の間

３　理　事　数　　１７名

　　出 席 理 事　　１５名　

　　　大　泉　　　勝　　　石　田　廣　史　　　德　田　健　二　　　奥　原　德　男

　　　末　岡　民　行　　　村　岡　　　博　　  德　丸　健　嗣　　　菅　野　　　亘

　　　坪　上　浩　治　　　近　藤　宏　一　　　大　東　洋　治　　　中　村　紳　也

　　　笹　井　　　徹　　　望　月　　　誠　　　梯　　　浩　之

４　監　事　数　　３名

　　出 席 監 事　　３名　　

　　　芝　本　　　明　　　渡　邉　康　夫　　　葛　西　正　記

５　議　　　案

　　　第１号議案　業務運営会議構成員の委嘱について

　　　第２号議案　入会申し込み承認について

　　　第３号議案　その他

７　議事の経過概要及びその結果

　　　１６時３８分に開会、事務局から本日の出席理事は１５名で、理事総数１７名の過半

数に達しており、定款第４２条（定足数）の規定により本理事会が成立する旨報告し

た。

　　　定款第４１条の規定に基づき大泉会長が議長となり、本日の議事録の署名について定

款第４５条に基づき、代表理事の大泉勝会長と出席監事の芝本明氏、渡邉康夫氏及び

葛西正記氏が行うこととして議事の審議に入った。

○　第１号議案　業務運営会議構成員の委嘱について

事務局から業務運営会議構成員の委嘱について、資料１に基づき説明を行った後、

議長が質疑の有無を確認した上で議案の可否を諮ったところ、満場一致で原案のとお

り可決された。
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○　第２号議案　入会申し込み承認について　　

　　　事務局から入会申し込み承認について、資料３に基づき説明を行った後、議長が質

　　疑の有無を確認した上で議案の可否を諮ったところ、満場一致で原案のとおり可決さ

　　れた。

○　第３号議案　その他

　　　議長がその他何かないか各理事及び監事に諮ったところ、議場からの発言はなかっ

た。

　　　以上で、議長は、本日の議案審議の全部が終了した旨を告げ、１６時４８分に閉会し

た。

　　　　　　　　　　　　令和５年６月２０日

　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　代表理事　　　  大　　泉　　　　　勝

　　　　　　　　　　　　　監　　事　　　　芝　　本　　　　　明

         

　　　　　　　　　　　　　監　　事　　　　渡　　邉　　康　　夫

　　　　　　　　　　　　　監　　事　　　　葛　　西　　正　　記　
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第１７回　港則法上の汽艇に関する一考
　

海上保安大学校名誉教授 　 

神戸大学客員教授　　　

松　本　宏　之　 　　
　　　

　寅さんシリーズの映画「男はつらいよ」では、昭和の時代の活気ある港の風景が映し出

されることがあり、沖合いに停泊する大型船舶と荷揚げ地との間を、種々の小さな船舶が

ひっきりなしに行き交う懐かしい光景を見ることができる。この小さな船舶は、当時の港

則法に規定する雑種船に該当し、主として港内において活動する小型の船艇であった。ち

なみに、「白いランチで１４ノット」という美空ひばりの曲があったが、このランチも雑種

船の一種である。雑種船の種類には、汽艇、はしけ、端舟などがあるが、とりわけ汽艇に

ついては明確な定義がなく、また識別する灯火や形象物もないこともあり、具体的にどの

小型の船艇が汽艇に該当するのかという問題について、学会などでディスカッションのテ

ーマとなることも幾度かあった。

　この雑種船という用語は、平成２８年の港則法改正によって汽艇等に変更され、汽艇につ

いては総トン数２０トン未満の汽船ということが条文に明記されたので、定義の疑義に関し

ては一応の決着がみられた。ただし、この総トン数２０トン未満という数値は小型船舶の定

義にほぼ一致するので、昼間は比較的判別しやすいものの、夜間、特に総トン数２０トン前

後の船舶の識別は航海灯だけでは困難な場合があるかもしれない。

　ところで、港則法第１８条第1項には、汽艇等は汽艇等以外の船舶の進路を避けなければ

ならないと規定されており、たとえ汽艇等が被追越し船の場合であっても海上衝突予防法

の追越し船の航法は適用されず、後方からくる追越し船に進路を譲らなければならないと

いわれている。この汽艇等の航法は、避航船側に見合い関係による航法選択の判断の余地

を与えない厳しい規制であり、港内においては常に早期かつ適切な避航動作をとることに

より相手船に不安を抱かせないようにしたものである。すなわち、限られた水域に船舶が

ふくそうする港では、海上衝突予防法に基づく一般的な航法によっては港内の安全を確保

することが困難な場合があることから、港則法で特別な航法を定めて規制を行っており、

港則法は海上衝突予防法に対する特別法としての性格を有するため、第一義的には海上衝

突予防法の航法規定に優先して適用されているものと考えられる（参照：海上衝突予防法

第４１条（この法律の規定の特例））。

　汽艇に限って説明すれば、操縦性能が良いので小回りが利き、港内事情にも精通してい

るので、船舶交通のふくそうする港内においては、不可測的な行動をとる汽艇が汽艇以外

の船舶を避航するというルールに一定の合理性があると思われる。なお、汽艇が他の物件

等をえい航している場合も原則として港則法第１８条の避航義務があるといわれているので

注意しなければならない。

　さて、万国共通ルールである海上衝突予防法の第２章には、前述の追越し船の航法のほ

かにもさまざまな航法が定められており、例えば第１８条第１項には各種船舶間の航法とし

船 舶 交 通 随 感



－34－

て、航行中の動力船は、運転不自由船、操縦性能制限船、漁ろうに従事している船舶など

の進路を避けなければならないと規定されている。港則法上の汽艇は、海上衝突予防法で

定義されている船舶の枠内でとらえると動力船に該当することになるが、港内においては

前述の追越し船の航法のケースと同様に、一般法たる海上衝突予防法に定める各種船舶間

の航法は適用されずに、特別法たる港則法の規定が一律に優先適用されるのであろう

か。

　まず条件設定として、港内を航行する汽艇等以外の船舶（以下、一般船舶という。）と

運転不自由船である汽艇（現実問題として運転不自由船の灯火形象物を掲げる汽艇は稀だ

と思うが。）との避航関係について検討してみる。運転不自由船は何らかの異常な事態が

生じているために他の船舶の進路を避けることができない船舶であると海上衝突予防法に

定義されており、もし汽艇が運転不自由船に該当するのであれば、そもそも汽艇が一般船

舶の進路を避けることができないことになる。したがって、汽艇といえども港則法に定め

る汽艇等の避航義務を履行することは困難であり、海上衝突予防法に定める各種船舶間の

航法を適用して、一般船舶が運転不自由船である汽艇の進路を避けることになるのではな

いだろうか。

　同様に、操縦性能制限船の定義も、船舶の操縦性能を制限する作業に従事しているため

に他の船舶の進路を避けることができない船舶となっていることから、一般船舶が操縦性

能制限船である汽艇の進路を避けることになろう。操縦性能制限船たる汽艇の具体例とし

ては、水中作業を伴う測量をしている汽艇や進路から離れることを著しく制限する曳航作

業に従事している汽艇などが考えられるが、あくまでも操縦性能制限船の灯火形象物を掲

げることが前提となる。ただし、運転不自由船は故障などの異常な事態が発生しているこ

とが要件となっているために、該当性にかかわる判断は比較的容易であるが、操縦性能制

限船の場合は操縦性能を制限する作業か否かの判断に、どうしても主観的な評価が入る余

地があり、曖昧性の問題が残る。

　一方、一般船舶と漁ろうに従事している船舶である汽艇との避航関係はどのようになる

であろうか。漁ろうに従事している船舶の定義によれば、漁具が操縦性能を制限するとい

うのが要件となっているものの、運転不自由船や操縦性能制限船の定義のように他の船舶

の進路を避けることができない船舶であるとまでは書かれていない。そして、できる限り

という文言が付加されているとはいえ、漁ろうに従事している船舶は運転不自由船や操縦

性能制限船の進路を避けなければならないと規定されており、他の船舶に対する避航義務

を課すことが不可能な状況にあるわけではない。したがって、特別法優先の原則や港則法

の立法趣旨に鑑みて、海上衝突予防法に定める各種船舶間の航法ではなく、港則法に定め

る汽艇等の航法を優先適用する方が法的には妥当であるとの考え方もある。

　しかしながら、例えば相手船が２０数トンの一般船舶であれば漁ろうに従事している船舶

たる汽艇の方が操縦性能ははるかに劣っているのではないかという疑問や、各種船舶間の

航法のうち、運転不自由船と操縦性能制限船に関するもののみ汽艇等の航法に優先するの

かという疑問は残ってしまう。さらに港則法第３５条には所謂みだり漁業の禁止が規定され

ており、各種船舶間の航法と汽艇等の航法の優先順位問題については単純な話ではないこ

とがわかる。
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○　事 務 日 誌 抄

（Ｒ５．４．１～Ｒ５．６．３０）

月 日 曜日 時間 委 員 会 名 実 施 場 所

　 　4.12

　4.19

　4.20

　5.18

　5.24

　5.31

　6. 1

　

　6. 2

　

　6. 8

　

　6.20

      〃       

（水）

（水）

（木）

（木）

（水）

（水）

（木）

（金）

（木）

（火）

〃

1200

1530

1500

1200

1155

1500

1400

1430

1400

1600

1638

船三井ビル会議室

神戸海難防止研究会会議室

神戸市中央区文化センター

神戸メリケンパークオリエンタルホテル

商船三井ビル会議室

神戸市中央区文化センター

アリストンホテル神戸

神戸第二地方合同庁舎

神戸第二地方合同庁舎

神戸メリケンパークオリエンタルホテル

　　　　　　〃

第100回業務運営会議

令和4年度業務・会計監査

第99回月例会

第34回通常理事会

第101回業務運営会議

第100回月例会

堺泉北港 大津航路の航行安全対策検討調査

第2回委員会

令和5年度 近畿・四国地方海難防止強調運動推

進連絡会議

令和5年度 大阪湾・紀伊水道台風等対策協議会

総会（会議運営）

第12回定時総会

第35回通常理事会
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■　令和５年度　海の事故ゼロキャンペーン（７月１６日～３１日）








